
○ アルコール健康障害対策基本法第10条において、国民に広くアルコール関連問題に関する関心
と理解を深めるため、「アルコール関連問題啓発週間（11月10日～同月16日）」を設け、国及び地方
公共団体は、同週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めること、が定められている。

○ アルコール関連問題啓発週間を中心に、アルコール関連問題啓発フォーラムを開催するほか、

アルコール関連問題啓発用のポスター・リーフレットを配布することによりアルコール関連問題に関
する広報・啓発を図る。

アルコール健康障害対策理解促進経費

事業概要・目的

〇 アルコール関連問題について、国民一人一
人が正しく理解し、関心を深めていただくため、
東京、大阪でフォーラムを開催する。

【主な内容】
・アルコール関連問題に関する講演
・当事者の体験談
・子供の視点から描かれた絵本朗読
・地域の関係者、学生、事業者らの取組紹介
・当事者による演奏、啓発劇の上演

等

〇 アルコール関連問題啓発ポスターを、関係省
庁の連名にて作成し、地方公共団体のほか、関
係省庁の協力の下、全国の酒類販売事業場、学
校関係、警察署、自動車教習所、道路運送事業
団体等、合計約25万部を送付し、アルコール関
連問題の啓発と周知を行う。

〇 アルコール健康障害対策基本法について説
明したリーフレットを作成し、地方公共団体職員
等が、基本法及びアルコール関連問題に関する
理解を深めるツールとして、配布する。

平成26年度の具体的取組
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日時：平成26年11月10日（月）14：00～17：30
会場：エル・おおさか（大阪市中央区北浜東3-14）

日時：平成26年11月12日（水） 16：00～19：00
会場：ヤクルトホール（東京都港区東新橋1-1-19 ヤクルト本社ビル）
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アルコール関連問題啓発ポスター アルコール関連問題啓発リーフレット（抜粋）
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